
子
育
て
支
援
に
関
す
る

医
療
費
助
成

問
子
育
て
支
援
課 

こ
ど
も
家
庭
支
援
班

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
８
２
２

 

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
事
業　

対
０
歳
児
～
中
学
３
年
生

助
成
内
容

０
歳
児
～
未
就
学
児
：

　
通
院
・
入
院
費
用
の
全
額
を
助
成

小
学
１
年
生
～
中
学
３
年
生
：

　
通
院
１
回
に
つ
き
５
３
０
円
を
超
え
る

額
を
助
成
（
同
月
内
、
同
一
医
療
機
関

の
場
合
、５
回
目
以
降
は
全
額
助
成
）

　

入
院
１
日
に
つ
き
１
，２
０
０
円
を
超

え
る
額
を
助
成

　
４
月
１
日
㈪
か
ら
使
え
る
受
給
者
証
は

３
月
下
旬
に
送
付
済
み
で
す
。
届
い
て
い

る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
事
業

対
ひ
と
り
親
家
庭
の
父
か
母
と
そ
の
子
ど

も
、
配
偶
者
に
一
定
の
障
が
い
が
あ

る
父
か
母
と
そ
の
子
ど
も
、
子
ど
も

を
養
育
す
る
父
母
以
外
の
養
育
者
と

そ
の
子
ど
も

※
原
則
、
子
ど
も
が
18
歳
に
な
っ
た
年
度

の
末
日
ま
で
が
対
象

助
成
内
容

　
通
院
１
回
に
つ
き
、
５
３
０
円
を
超
え

る
額
を
助
成
（
同
月
内
、同
一
医
療
機

関
の
場
合
、５
回
目
以
降
は
全
額
助
成
）

　

入
院
１
日
に
つ
き
１
，２
０
０
円
を
超

え
る
額
を
助
成

妊
産
婦
医
療
費
助
成
事
業

対
母
子
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

助
成
内
容

　
母
子
手
帳
交
付
の
翌
月
初
日
か
ら
出
産

日
の
翌
月
末
ま
で
の
医
療
費

申
医
療
費
を
い
っ
た
ん
支
払
っ
て
か
ら
、

受
給
者
証
、
医
療
費
の
領
収
書
、
保

険
証
、
受
給
者
名
義
の
口
座
の
控
え
、

印
鑑
を
持
参
し
、
子
育
て
支
援
課
、
大

和
・
塩
沢
市
民
セ
ン
タ
ー
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

〆
診
療
を
受
け
た
月
の
末
日
か
ら
６
か
月

共
通
事
項

　
助
成
対
象
は
、
保
険
適
用
分
の
医
療
費

で
す
。
健
康
保
険
の
対
象
と
な
る
治
療
用

装
具
（
コ
ル
セ
ッ
ト
、
小
児
治
療
用
眼
鏡

な
ど
）
を
購
入
し
た
場
合
に
、
助
成
対
象

と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

子
育
て
世
帯
へ
の
手
当

問
子
育
て
支
援
課 

こ
ど
も
家
庭
支
援
班

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
８
２
２

児
童
手
当

対
中
学
生
以
下
の
子
ど
も
の
養
育
者

子
ど
も
１
人
あ
た
り
の
支
給
月
額

３
歳
未
満
：
１
５
，０
０
０
円

３
歳
～
小
学
生

　
第
１・２
子
：
１
０
，０
０
０
円

　
第
３
子
以
降
：
１
５
，０
０
０
円

中
学
生
：
１
０
，０
０
０
円

※
養
育
者
の
所
得
が
制
限
限
度
額
以
上
の

場
合
は
、
特
例
給
付
と
し
て
月
額
一

律
５
，０
０
０
円
を
支
給

支
給
月

　
２
、 

６
、
10
月
に
４
か
月
分
を
支
給

児
童
扶
養
手
当

対
離
婚
な
ど
で
父
か
母
が
い
な
い
家
庭
、

父
か
母
に
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
家

庭
、
子
ど
も
を
養
育
す
る
父
母
以
外

の
養
育
者

※
原
則
、
子
ど
も
が
18
歳
に
な
っ
た
年
度

の
末
日
ま
で
が
対
象

支
給
額

　
月
額
１
０
，１
２
０
円
～
４
２
，９
４
０

円
（
所
得
に
応
じ
て
支
給
額
が
変
わ
り

ま
す
。
第
２
子
５
，０
７
０
円
～
１
０
，

１
４
０
円
、
第
３
子
以
降
３
，０
４
０

円
～
６
，０
８
０
円
を
加
算
）

支
給
月

　
４
、８
月
に
４
か
月
分
を
支
給

※
11
月
か
ら
、
奇
数
月
に
２
か
月
分
ず
つ

支
給
に
変
更
し
ま
す

特
別
児
童
扶
養
手
当

対
一
定
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

子
ど
も
を
家
庭
で
育
て
て
い
る
父
母
・

養
育
者

子
ど
も
１
人
あ
た
り
の
支
給
月
額

　

子
ど
も
の
障
が
い
の
状
態
に
よ
り
、1
級

５
２
，２
０
０
円
、
２
級
３
４
，７
７
０
円

支
給
月

　
４
、 

８
、
11
月
に
４
か
月
分
を
支
給

 

子
育
て
に
関
す
る
教
室

問
保
健
課

　
☎
７
７
３ 

ー 

６
８
１
１

マ
タ
ニ
テ
ィ
サ
ロ
ン

　
夫
の
妊
婦
体
験
、
新
生
児
の
抱
っ
こ
体

験
、
話
し
合
い
な
ど
か
ら
子
育
て
を
想
像

す
る
教
室
で
す
。

対
妊
娠
中
期
の
夫
婦

※
日
程
は
、
母
子
手
帳
交
付
時
に
案
内

育
児
力
ア
ッ
プ
講
座

　
「
子
ど
も
の
言
葉
」
を
育
む
た
め
の
講

話
や
ふ
れ
あ
い
遊
び
を
体
験
で
き
ま
す
。

対
主
に
生
後
５・
６
か
月
児
を
育
児
し
て

い
る
人

※
日
程
は
、
４
か
月
児
健
診
時
に
案
内

共
通
事
項

会
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー 

子
育
て
の
駅

「
ほ
の
ぼ
の
」

¥
無
料

南魚沼市の

子育て支援
サービス
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